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２ 地域密着型サービス全般 

 

（問１４）他市町村が事業所所在の市町村に対し事業所指定の同意を求めて

きた場合、事業所所在の市町村は同意に当たって、他市町村の有料老

人ホームの入居者が市域内の認知症対応型通所介護事業所を利用す

る場合に限るなどの限定付きで同意を行うことは可能か。 

（答） 

事業所所在の市町村は、他市町村の有料老人ホームの入居者が市域内の

認知症対応型通所介護事業所を利用する場合に限るなど利用者の範囲を

限定した上で同意を行うことは可能である。他市町村においては、介護保

険法第７８条の２第７項の規定に基づく条件を付した指定を行うことに

なる。 

 

（問１５）市町村が地域密着型サービスの事業所の指定を行おうとするとき

に、あらかじめ、意見を聴くことになっている地域密着型サービス運

営委員会について年４，５回の開催を予定している。被保険者が他市

町村に所在する事業所の利用を希望する場合は、直ちに対応しなけれ

ばならないことが多く、運営委員会の開催時期を待っている時間的余

裕がない。このため、運営委員会において、事前に「他市町村に所在

する事業所の指定に限り、運営委員会を開催することなく指定するこ

とができる」といった条件を決めておくことにより、あらかじめ意見

を聴いているとみなす取扱いとすることは可能か。 

（答） 

他市町村に所在する事業所の指定については、既に他市町村において事

業所が遵守すべき基準の適合性について審査していることから、地域密着

型サービス運営委員会において、事前に「他市町村に所在する事業所の指

定に限り、運営委員会を開催することなく指定することができる」といっ

たことを決めておくことは可能である。 
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（問１６）運営推進会議の構成員について、「利用者、利用者の家族、地域

の代表者、市町村の職員又は地域包括支援センターの職員、小規模多

機能型居宅介護について知見を有する者等」とあるが、これらの者は

必ず構成員とする必要があるのか。 

また、同一人が「利用者の家族」と「地域の代表者（町内会役員等）」、

「地域住民の代表者（民生委員等）」と「知見を有する者」などを兼

ねることは可能か。 

（答） 

１ 運営推進会議は、各地域密着型サービス事業所が、利用者、市町村職

員、地域の代表者等に対し、提供しているサービス内容等を明らかにす

ることにより、事業所による利用者の「抱え込み」を防止するとともに、

地域との連携が確保され、かつ地域に開かれたサービスとすることで、

サービスの質の確保を図ることを目的として設置するものであり、原則

として、上記の者を構成員とする必要がある。 

 

２ 「利用者の家族」については、利用者の家族として事業運営を評価し、

必要な要望等を行うものであり、利用者の声を代弁するといった役割も

あるため、他の構成員とは立場が異なることから、兼務することは想定

していないが、「地域住民の代表者」と「知見を有する者」との兼務は

あり得ると考えられる。 

 

（問１７）運営推進会議の構成員である「小規模多機能型居宅介護について

知見を有する者」とは具体的にどのような職種や経験等を有するの

か。 

（答） 

小規模多機能型居宅介護について知見を有する者とは、学識経験者であ

る必要はなく、高齢者福祉や認知症ケアに携わっている者なども含め、小

規模多機能型居宅介護について知見を有する者として客観的、専門的な立

場から意見を述べることができる者を選任されたい。 
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（問１８）運営推進会議の２か月に 1 回以上という開催頻度は、市町村職

員等の複数の運営推進会議の委員になっている者にとっては、かなり

の負担であり、複数の事業所の運営推進会議を合同で開催するといっ

たことはできないか。また、２か月に１回以上、文書等により委員と

連絡・意見交換の機会を確保した場合、委員全員が一同に集う会議の

開催頻度を少なくすることは認められないか。 

（答） 

 １ 複数の事業所の運営推進会議を合同で開催することは、利用者のプラ

イバシーの確保の観点から、原則として、認められない。 

 

２ また、運営推進会議は、地域との連携を確保し、地域に開かれた事業

所であることを確保するために設けることとしたものであり、市町村職

員又は地域包括支援センター職員が出席できないからといって、会議の

開催頻度を少なくすることは適当ではない。市町村職員又は地域包括支

援センター職員がやむを得ず会議を欠席する場合には、会議での内容を

報告してもらうなど事業所の運営状況を確認されたい。 

   なお、同様の趣旨から、形式的に文書等により委員との連絡・意見交

換を行うような会議の開催形態は認められない。 

 

（問１９）事業所が所在する市町村以外の市町村（以下「他市町村」という。）

から地域密着型サービスの指定（みなし指定を含む）を受けて他市町

村の住民を受け入れているグループホーム等は、事業所所在の市町村

及び他市町村に対し、それぞれ医療連携体制加算など介護給付費算定

に係る体制等に関する届出を行わなければならないのか。 

（答） 

１ お尋ねのような場合には、事業所所在の市町村及び他市町村に対し、

それぞれ介護給付費算定に係る体制等に関する届出を行う必要がある。 

 

２ 地域密着型サービス事業所が介護給付費算定に係る体制等に関する

届出を行っていない市町村に対して、医療連携体制加算などの請求を行

った場合には、請求が返戻（差し戻し）の扱いとなる。 
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５ 小規模多機能型居宅介護 

 

（問２６）複数の小規模多機能型居宅介護事業所を同一の建物内に併設する

ことはできるか。また、同一敷地に別棟で併設することはどうか。 

（答） 

複数の小規模多機能型居宅介護事業所を同一の建物内に併設すること

は認められない。 

また、複数の小規模多機能型居宅介護事業所を同一敷地に別棟で設置す

ることは可能である。 

 

（問２７）土・日曜日に休業日を設けていた既存のデイサービスセンターが

小規模多機能型居宅介護事業所となる場合には、土日も含め「通いサ

ービス」を毎日行わなければならなくなるのか。 

（答） 

「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関

する基準について」（平成 18 年 3 月 31 日老計発第 0331004 号、老

振発第 0331004 号、老老発第 0331017 号厚生労働省老健局計画課

長、振興課長、老人保健課長連名通知）第３の三の４の(13)①に書いて

あるとおり、小規模多機能型居宅介護事業所は、３６５日利用者の居宅生

活を支援するものであり、「通いサービス」、「宿泊サービス」、「訪問サー

ビス」の３サービスとも、休業日を設けることは認められない。 

 

（問２８）既存のデイサービスセンターが小規模多機能型居宅介護事業所と

なる場合に、これまでデイサービスセンターを利用していた他市町村

の被保険者が小規模多機能型居宅介護を利用し続けることができる

ようにするためには、他市町村からも小規模多機能型居宅介護事業所

の指定を受ける必要があるのか。 

（答） 

お尋ねのような場合には、他市町村からも小規模多機能型居宅介護事業

所の指定を受ける必要があるが、従来からの利用者のために継続的なサー

ビス利用を確保する観点から、原則として、 

① 事業所所在の市町村は、他市町村の従来からの利用者の利用につい

て、介護保険法第７８条の２第４項第４号の同意を行うとともに、 

② 当該同意に基づき他市町村は指定を行う、 
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ことが求められる。 

他市町村が指定を行う際には、問１５に示したような取扱いも可能であ

るので、円滑な指定が行われるよう工夫していただきたい。 

※ なお、この内容については、追って通知改正を行うこととしている。 

 

（問２９）小規模多機能型居宅介護事業所は、利用者を認知症の高齢者や要

介護３以上の者、要支援者などに限定することは可能か。 

（答） 

１ 小規模多機能型居宅介護は、認知症の高齢者や重度の者に対象を絞っ

たサービスではなく、職員となじみの関係を築く中で安心した在宅生活

を行うことを支援するものであることから、認知症の高齢者でないこと

を理由にサービスの提供を拒むことや利用者を要介護３以上の者に限

定することは認められない。 

 

 ２ また、要支援者については、介護予防小規模多機能型居宅介護の事業

所の指定を受けたところでのみサービスを受けることができるのであ

って、事業所が介護予防小規模多機能型居宅介護の事業所の指定を受け

なければ、要支援者を受け入れる必要はない。 

 

（問３０）小規模多機能型居宅介護事業所を有料老人ホーム、高齢者賃貸住

宅等と同一の建物内に設置すること可能か。例えば、５０人を超える

高齢者賃貸住宅ではどうか。 

（答） 

１ 利用者と職員とのなじみの関係を築けるような事業所等の場合は、小

規模多機能型居宅介護事業所と同一建物内における併設及び同一敷地

内における設置を認め、小規模多機能型居宅介護事業所といわば全体で

「１つの事業所」とみなして各事業所間の職員の行き来を認めていると

ころである。（「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サ

ービスに関する基準について」(平成 18 年 3 月 31 日老計発第

0331004 号、老振発第 0331004 号、老老発 0331017 号厚生労

働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長連名通知)第 3 の三の２

(1)トのとおり。） 

 しかしながら、広域型の特別養護老人ホームなど大規模な介護施設と

の併設を認めると、施設への移行が促進されたり、「囲い込み」になり
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やすいことから、同一建物内における併設を認めないこととしたもので

ある。 

 

２ 一方、有料老人ホームや高齢者賃貸住宅については、そこに居住しな

がら、様々な外部サービスを受けることが可能であることから、同一建

物内における併設は可能であるが、囲い込み型のサービス提供にならな

いようにすることが必要であり、大規模な施設との併設は行うべきでは

ない。 

 

（問３１）市町村が定める独自の指定基準において、有料老人ホームや高齢

者賃貸住宅等と同一建物内に事業所を設けることは認められないと

することは可能か。 

（答） 

１ 介護保険法第７８条の４第４項及び同法施行規則第１３１条の９の

規定に基づき、市町村は、指定地域密着型サービス基準のうち、利用定

員及び登録定員に関する基準、事業所又は従業者の経験及び研修に関す

る基準、従業者の夜勤に関する基準並びに運営に関する基準を下回らな

い範囲内で、当該市町村における指定地域密着型サービスに従事する従

業者に関する基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営

に関する基準を定めることができるとされている。 

 

２ 市町村は、この規定に基づき、独自に定める指定基準において、有料

老人ホームや高齢者賃貸住宅等と同一建物内に事業所を設けることを

制限することは可能である。 

 

（問３２）有料老人ホームや高齢者賃貸住宅等と同一建物内に事業所を設け

る場合、利用者を当該施設の入居者に限定することは可能か。 

（答） 

小規模多機能型居宅介護事業所の利用者を有料老人ホーム等の入居者

に限定することは認められない。 
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（問３３）居宅サービス事業所（居宅介護支援事業所、通所介護事業所等）

と併設する場合、小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、当該居

宅サービス事業所の管理者と兼務することは可能か。 

（答） 

小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、居宅サービス事業所の管理

者と兼務することはできず、職員の行き来を認めている４施設等（地域密

着型介護老人福祉施設、地域密着型特定施設、認知症対応型共同生活介護

事業所、介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所であるものに限

る。)）についてのみ兼務可能としている。 

 

（問３４）初期加算は、通いサービス等の利用日のみ加算するのか、利用し

ていない日も３０日以内であれば加算してもよいか。 

（答） 

通いサービス等を利用していない日であっても登録日から３０日以内

の期間に初期加算を算定できる。 

 

（問３５）夜間の職員配置について、 

① 「宿泊サービス」の利用者がいない場合は、電話転送等により連

絡がとれる体制であれば、従業者が事業所内にいなくてもよいか。

② また、「宿泊サービス」の利用者のために夜勤職員がいる場合に、

更に配置される宿直職員について、自宅に待機して電話連絡を受け

て対応できる体制として構わないか。 

（答） 

① 小規模多機能型居宅介護は、夜間も含めて様々なニーズに対応する

ことが求められるため、「宿泊サービス」の利用がないからといって、

事業所内に宿直又は夜勤の従業者を置かないという対応は認められ

ない。 

② 夜勤職員に加えて配置される宿直職員は、主として登録者からの連

絡を受けての訪問に対応するために配置されるものであることから、

連絡を受けた後、事業所から登録者宅へ訪問するのと同程度の対応が

できるなど、随時の訪問に支障がない体制が整備されているのであれ

ば、必ずしも事業所内で宿直する必要はない。 

※ なお、この内容については、追って通知改正を行うこととしている。 
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（問３６）小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員を非常勤として

配置している場合、非常勤として勤務している時間帯以外の時間帯

に、居宅介護支援事業所の介護支援専門員やグループホームの計画作

成担当者として勤務することは可能か。 

（答） 

１ 小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が行うことになっ

ている業務を適切に行うことができると認められるのであれば、非常勤

で勤務する以外の時間帯において、居宅介護支援事業所の介護支援専門

員やグループホームの計画作成担当者として勤務することは差し支え

ない。 

 

２ なお、小規模多機能型居宅介護事業所と併設するグループホームにお

いては、小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員との連携を図

ることにより効果的な運営を期待することができる場合であって、利用

者の処遇に支障がないときは、介護支援専門員を置かないことができる。 

 

（問３７）小規模多機能型居宅介護の訪問サービスには、いわゆる指定訪問

介護の身体介護のうち通院・外出介助（公共交通機関等での通院介助）

も含まれるのか。 

（答） 

小規模多機能型居宅介護の訪問サービスには、いわゆる指定訪問介護の

身体介護のうち通院・外出介助も含まれる。 

 

（問３８）既存の民家を活用して小規模多機能型居宅介護事業所を設けよう

としているが、宿泊室や事務室を確保するスペースがないことから、

宿泊室や事務室のみを別棟で設けることは可能か。 

（答） 

同一時間帯に小規模多機能型居宅介護事業所の居間と宿泊室に利用者

がいる場合でも、両方の利用者に対してケアできる体制となっているかど

うか、夜間に登録者から訪問サービスの依頼の連絡があった場合に適切に

対応できる体制となっているかどうかなどを確認し、利用者の処遇に支障

がないと認められる場合は、差し支えない。 
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（問３９）グループホームと併設する場合、当該グループホームの浴室を共

用することは認められるか。 

（答） 

指定小規模多機能型居宅介護事業所の通いサービス又は宿泊サービス

と指定認知症対応型共同生活介護事業所の定員の合計などを勘案し、利用

者の処遇に支障がないときは、浴室を共用することも差し支えない。 

 

（問４０）介護保険事業計画に小規模多機能型居宅介護の整備を位置づけて

いない場合、事業者の指定を拒否することは可能か。 

（答） 

１ 介護保険事業計画において定める日常生活圏域等における必要利用

定員総数に既に達しているときなどに、事業者の指定をしないことがで

きるのは、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活

介護又は地域密着型介護老人福祉施設である。 

 

２ これら以外の地域密着型サービスについては、介護保険事業計画上の

数値を超えていたとしても指定の拒否をすることはできないが、良質な

サービスを計画的に整備していくことも重要であることにも留意しつ

つ、各市町村の実情に合わせて整備を進めていただきたい。 

  

（問４１）市町村は、介護保険法第７８条の４第４項及び同法施行規則第１

３１条の９の規定に基づき独自に定める指定基準において、小規模多

機能型居宅介護事業者は他の介護保険サービスの経験を３年以上有

する事業者とする等の要件を付すことは可能か。 

（答） 

お尋ねのような要件を付すことは可能である。 

 

（問４２）入院により、通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスのいず

れも利用し得ない月であっても、小規模多機能型居宅介護費の算定は

可能か。 

（答） 

登録が継続しているなら、算定は可能であるが、お尋ねのような場合に

は、サービスを利用できないのに利用者負担が生じることに配慮して、基
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本的には、一旦契約を終了すべきである。 

 

（問４３）指定基準において、日中の従業者の数(訪問サービスを除く。)は、

常勤換算方法で、通いサービスの利用者３人に対して１人とし、利用

者の数は前年度の平均値とされている。また、解釈通知において、前

年度の平均値は、新規事業所の場合には、新設の時点から６月未満の

間は、便宜上、ベット数の９０％を利用者数とするとされている。 

小規模多機能型居宅介護事業所の新規申請時において、確保すべき

職員数(訪問サービスを除く。)は、通いサービスの利用定員の９０％

を利用者とした場合の数と考えるがどうか。 

（答） 

基本的には通いサービスの利用定員の９０％を基に職員を配置すべき

であるが、小規模多機能型居宅介護のサービス内容や報酬に照らして定員

相当の利用者が集まるまでに時間を要することも考慮し、当面、通いサー

ビスの定員の５０％の範囲内で、指定の際に事業所からあらかじめ届け出

られた利用者見込数を前提に従業者数を算定することとして差し支えな

い。（届け出られた利用者見込数を超える状況となれば、事業所は届出内

容を変更する必要がある。） 

※ なお、この内容については、追って通知改正を行うこととしている。 

 

（問４４）養護老人ホームは措置費の下で施設サービスとして基礎的な生活

支援が行われているところであり、養護老人ホームの入所者が指定小

規模多機能型居宅介護を利用することは想定していないとあるが、養

護老人ホームの入所者が指定小規模多機能型居宅介護を利用した場

合、介護報酬は算定できないのか。 

（答） 

養護老人ホームは措置費の下で施設サービスとして基礎的な生活支援

が行われているところであり、養護老人ホームの入所者が指定小規模多機

能型居宅介護を利用することは想定しておらず、介護報酬は算定できない。 
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